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平成 22 年 11 月 1 日 

各  位 

住 所 東 京 都 港 区 芝 五 丁 目 2 9 番 1 1 号 

会 社 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 重 穂 

 （コード番号： 8 7 9 3、東証第一部） 

問合せ先 コミュニケーション部長 児 玉 誠一郎 

電話番号 ０ ３ － ５ ４ ７ ６ － ５ ６ ２ ５ （ 代 表 ） 

 
 

（訂正）株式会社リサ・パートナーズ株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

平成 22 年 10 月 29 日付で発表いたしました｢株式会社リサ・パートナーズ株券等に対する公開買付けの開始に関するお

知らせ」の記載内容につきまして、下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。 

なお、この訂正は形式的なものであり、買付条件等に変更はございません。 

 

訂正個所には下線を付しております。 

また、文中の「当社」又は「公開買付者」はＮＥＣキャピタルソリューション株式会社、「対象者」は株式会社リサ・

パートナーズに相当します。 

 

記 

 

・Ｐ1 

１．買付け等の目的 
（１）本公開買付けの概要 

 
（訂正前） 

当社は、現在、対象者の発行する第１種優先株式 40,000 株（本日時点において普通株式に転換した場合に交付さ

れる当社普通株式の数は 107,936 株）及び本新株予約権付社債（以下「２．買付け等の概要」の「（３）買付け等を

する株券等の種類」にて定義します。）2,000 百万円（本日時点において普通株式に転換した場合に交付される当社

普通株式の数は38,899 株）を保有しております。当社が、その保有する第１種優先株式及び本新株予約権付社債2,000 

百万円全てを本日において転換した場合、当社の所有議決権数の割合は 32.14％となります（(i)当社が転換により取

得する議決権の数 146,835 個が、(ii)(a)対象者の平成 22 年 12 月期（第 13 期）第２四半期報告書（平成 22 年８

月 13 日提出）記載の平成 22 年６月 30 日時点の総株主の議決権数 309,917 個及び(b)当社が転換により取得する議

決権の数 146,835 個の合計数である 456,752 個に占める割合）。 

この度、当社は、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、対象者の発行済普通株式（本新株予約権（以

下「２．買付け等の概要」の「（３）買付け等をする株券等の種類」にて定義します。）及び本新株予約権付社債に

付された新株予約権の行使により発行又は移転される対象者の普通株式を含みます。）、第４回新株予約権、本新株

予約権及び本新株予約権付社債の全て（但し、当社が保有する第１種優先株式及び本新株予約権付社債並びに対象者

が保有する自己株式を除きます。以下同じです。）を対象として本公開買付けを実施することとしました。 

（後略） 
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（訂正後） 

当社は、現在、対象者の発行する第１種優先株式 40,000 株（本日時点において普通株式に転換した場合に交付さ

れる対象者普通株式の数は 107,936 株）及び本新株予約権付社債（以下「２．買付け等の概要」の「（３）買付け等

をする株券等の種類」にて定義します。）2,000 百万円（本日時点において普通株式に転換した場合に交付される対

象者普通株式の数は 38,899 株）を保有しております。当社が、その保有する第１種優先株式及び本新株予約権付社

債 2,000 百万円全てを本日において転換した場合、当社の所有議決権数の割合は 32.14％となります（(i)当社が転

換により取得する議決権の数 146,835 個が、(ii)(a)対象者の平成 22 年 12 月期（第 13 期）第２四半期報告書（平

成 22 年８月 13 日提出）記載の平成 22 年６月 30 日時点の総株主の議決権数 309,917 個及び(b)当社が転換により

取得する議決権の数 146,835 個の合計数である 456,752 個に占める割合）。 

この度、当社は、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、対象者の発行済普通株式（第４回新株予約

権、本新株予約権（以下「２．買付け等の概要」の「（３）買付け等をする株券等の種類」にて定義します。）及び

本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により発行又は移転される対象者の普通株式を含みます。）、第４

回新株予約権、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全て（但し、当社が保有する第１種優先株式及び本新株予約

権付社債並びに対象者が保有する自己株式を除きます。以下同じです。）を対象として本公開買付けを実施すること

としました。 

（後略） 

 
 
・Ｐ９～１０ 

（３）買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保す

るための措置 
② 対象者による独立した第三者算定機関からの株式価値算定書等の取得等 

 

（訂正前） 

(ⅰ) 普通株式 
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び対象者から

独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下「プルータス」といいます。）に対し

て、対象者の普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成 22 年 10 月 29 日付でプルータスから株式価値算定書を取得

したとのことです。プルータスによる対象者の普通株式の株式価値の算定結果は、以下のとおりであるとのことです。 

プルータスは、対象者の普通株式の株式価値について、市場株価法及びディスカウンティッド・キャッシュ・フロ

ー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて算定を行っております。プルータスが採用した手法及び当

該手法に基づいて算定された対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は、市場株価法では 28,360 円～39,276 

円、ＤＣＦ法では 28,075 円～35,779 円と算定されております。市場株価平均法では、平成 22 年 10 月 28 日を基

準日とし、東京証券取引所における対象者普通株式の基準日終値 28,360 円、直近１ヶ月終値平均 34,087 円、直近

３ヶ月終値平均 36,557 円及び直近６ヶ月終値平均 39,276 円を分析した上で、対象者普通株式の１株当たりの株式

価値を 28,360 円～39,276 円と算定しております。 
（後略） 
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《訂正後》 

(ⅰ) 普通株式 
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び対象者から

独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下「プルータス」といいます。）に対し

て、対象者の普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成 22 年 10 月 29 日付でプルータスから株式価値算定書を取得

したとのことです。プルータスによる対象者の普通株式の株式価値の算定結果は、以下のとおりであるとのことです。 

プルータスは、対象者の普通株式の株式価値について、市場株価法及びディスカウンティッド・キャッシュ・フロ

ー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて算定を行っております。プルータスが採用した手法及び当

該手法に基づいて算定された対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は、市場株価法では 28,360 円～39,276 

円、ＤＣＦ法では 28,075 円～35,779 円と算定されております。市場株価法では、平成 22 年 10 月 28 日を基準日

とし、東京証券取引所における対象者普通株式の基準日終値 28,360 円、直近１ヶ月終値平均 34,087 円、直近３ヶ

月終値平均 36,557 円及び直近６ヶ月終値平均 39,276 円を分析した上で、対象者普通株式の１株当たりの株式価値

を 28,360 円～39,276 円と算定しております。 
（後略） 

 

・Ｐ１０～１１ 

④ 利益相反のおそれを排除するための対象者におけるプロジェクトチームの設置 
 

≪訂正前≫ 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本経営統合に関する対象者の意思決定において恣

意的な判断が行われる可能性を可及的に排除することを目的として、当社の顧問を兼務している取締役加藤奉之氏及

び下記「（６）公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」に記載

のとおり本公開買付けに応募する旨の覚書を締結している対象者の大株主である前代表取締役社長井無田敦氏を除

いた、当社からの独立性が高い２名の取締役（田中敏明氏及び小山浩司氏）を中心に構成されるプロジェクトチーム

（以下「本件ＰＴ」といいます。）を設置し、本件ＰＴが当社との間で本公開買付けを含む本経営統合に関する協議・

交渉を行うとともに、対象者のフィナンシャル・アドバイザーである大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（以

下「大和証券キャピタル・マーケッツ」といいます。）から助言等を受けながら、対象者の立場から本公開買付けを

含む本経営統合について検討し、その是非等について慎重に検討を重ねたとのことです。 

 

（訂正後） 
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本経営統合に関する対象者の意思決定において恣

意的な判断が行われる可能性を可及的に排除することを目的として、当社の顧問を兼務している取締役加藤奉之氏及

び下記「（６）公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」に記

載のとおり本公開買付けに応募する旨の覚書を締結している対象者の大株主である前代表取締役社長井無田敦氏を

除いた、当社からの独立性が高い２名の取締役（田中敏明氏及び小山浩司氏）を中心に構成されるプロジェクトチー

ム（以下「本件ＰＴ」といいます。）を設置し、本件ＰＴが当社との間で本公開買付けを含む本経営統合に関する協

議・交渉を行うとともに、対象者のフィナンシャル・アドバイザーである大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

（以下「大和証券キャピタル・マーケッツ」といいます。）から助言等を受けながら、対象者の立場から本公開買付

けを含む本経営統合について検討し、その是非等について慎重に検討を重ねたとのことです。 

以 上 


